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   米子市女性の専門職資格取得助成事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、子育て中の女性に対し、就労のために必要な資格又は免許

の取得を支援することにより、再就職又は非正規雇用から正規雇用への雇用形

態の転換を促進し、もって労働力の確保に資するため、予算の範囲内において、

米子市女性の専門職資格取得助成事業補助金（第３条第２項を除き、以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付に関し、米子市補助金等交付

規則（平成１７年米子市規則第４６号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者（次条第３項において「補助対象

者」という。）は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

 ⑴ 市内に住所を有する女性であること。 

 ⑵ １８歳以下の子を養育していること。 

 ⑶ 市税等（米子市市税等の滞納者に対する行政サービスの利用制限措置に関

する要綱（平成１８年４月１日施行）第２条に規定する市税等をいう。）を

滞納していないこと。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６０条の２第１項に規定する厚生

労働大臣が指定する教育訓練（以下単に「教育訓練」という。）を修了したな

らば取得することができる資格又は免許その他これらに類するものとして市長

が認める資格又は免許（以下「専門職資格」という。）の取得とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、専門職資格の取得について補助金（この要綱に基

づき交付されるものを除く。）、助成金等（教育訓練給付金（雇用保険法第１

０条第５項の教育訓練給付金をいう。以下同じ。）を除く。）の交付を受けた

場合には、当該専門職資格の取得は、補助対象事業としない。 

３ 一の補助対象者が一の年度において２以上の専門職資格を取得する場合には、

当該専門職資格のいずれか一の専門職資格の取得に限り、補助対象事業とする。  

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費（当該補助対

象事業について教育訓練給付金の支給を受けた場合には、当該教育訓練給付金

の支給の対象となるものを除く。）とする。 
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 ⑴ 教育訓練その他専門職資格を取得するためのものとして市長が認める講座

（第３号及び第４号において「教育訓練等」という。）の受講料 

 ⑵ 専門職資格を取得するための試験等の受験料 

 ⑶ 教育訓練等を受講するための授業料及び入学金 

 ⑷ 教育訓練等の受講に係る教材費 

 ⑸ 取得した専門職資格の登録若しくは認定又は技能証明に要する費用 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額（その額に

１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額）に相当する

額又は５万円のいずれか低い額とする。 

 （交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、専門職資格を取得した日の属する

年度の末日（専門職資格を取得した日が３月１日から同月３１日までの日であ

るときは、翌年度の４月３０日）までに、補助金交付申請書（別記様式第１

号）により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ １８歳以下の子を養育していることを証明する書類の写し 

 ⑵ 補助対象経費の額を確認することができる書類 

 ⑶ 専門職資格を取得したことを証明する書類の写し 

 ⑷ 教育訓練給付金の支給を受けたことを確認することができる書類（当該補

助対象事業について教育訓練給付金の支給を受けた場合に限る。） 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を

審査し、補助金を交付するか否かを決定するものとする。 

 （交付決定等の通知） 

第８条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、当該補助金の交付の申請を

した者に対し、補助金交付決定通知書（別記様式第２号）によりその旨を通知

するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、当該補助金の

交付の申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。 

 （補助金の支払の請求） 

第９条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の支払の請求をしようと

するときは、米子市補助金等交付規則第２０条第２項の補助金等支払請求書を

市長に提出するものとする。 
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 （補助金の支払） 

第１０条 市長は、前条の補助金等支払請求書の提出があったときは、その日か

ら３０日以内に、市長が定める方法により、当該請求に係る補助金を支払うも

のとする。 

 （規定外事項） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別

に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年６月１日から施行し、同年４月１日以後における専門

職資格の取得について適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年７月１１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の米子市女性の専門職資格取得助成事業補助金交付要

綱第４条の規定は、平成３０年４月１日以後に取得した専門職資格（米子市女

性の専門職資格取得助成事業補助金交付要綱第３条第１項に規定する専門職資

格をいう。以下同じ。）のその取得に係る米子市女性の専門職資格取得助成事

業補助金について適用し、同日前に取得した専門職資格のその取得に係る米子

市女性の専門職資格取得助成事業補助金については、なお従前の例による。 


